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茨城県保健医療計画
計画期間　平成20年度～平成24年度

（ダイジェスト版）

茨 城 県

〇 はじめに

　県では，平成16年4月に第4次茨城県保健医療計画（平成16～20年度）を策定し，保健医療体制の

充実に努めてきました。

　しかし，急速な少子・高齢化の進展や生活習慣病の増加，医師不足による病院診療科の縮小や閉鎖

など保健医療を取り巻く環境が大きく変化しています。

　全国的にみて医療資源が少ない本県においても，救急医療体制の確保や医師不足等により病院の維

持が危惧されるなど，県民にとって必要な医療をどのように確保し提供していくかが緊喫の課題とな

っております。

　国は，医療制度を将来にわたり持続可能なものにするため，安心・信頼の医療の確保と予防の重視

及び医療費適正化の総合的な推進などを柱とする医療制度改革を進めており，その一環として，医療

法が改正され，医療機能の分化・連携を推進し，地域において切れ目のない医療の提供を実現するこ

とにより，良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保することとされました。

　本県では，このような状況を踏まえ，県民の視点に立って，安全・安心な保健医療体制の構築をめ

ざし，県民誰もが安心して暮らせる保健医療の充実に取り組むとともに安全快適な生活環境づくりを

推進するため，平成20年度までの第4次茨城県保健医療計画を1年前倒しして，「第5次茨城県保健医

療計画（平成20～24年度）」を策定しました。

　 このパンフレットは，第5次計画において大幅に見直しを行った「医療提供体制に関する施策」等

を中心に，ダイジェスト版として取りまとめたものです。ご活用ください。



Ⅱ　二次保健医療圏と基準病床数

Ⅰ　茨城県保健医療計画の基本方向

1　二次保健医療圏
　主として病院及び診療所における入院医療（特殊な診断又は治療を必要とする医療を除く。）を提供する体制
の確保を図る区域として設定するもので，本県では下図のとおりとします。（※これまでの圏域と変更はあり
ません。） 

Ⅲ　計画の構成と施策体系

1　総論
○第1章　計画の基本的な考え方（計画策定の趣旨，計画の性格，計画の期間，計画の基本方向）
○第2章　保健医療の概況（地勢及び交通，人口構造，人口動態，保健医療の概況）
○第3章　保健医療圏の設定
○第4章　基準病床数 

2　基準病床数
　療養病床及び一般病床については二次保健
医療圏ごと，精神病床，結核病床及び感染症
病床については県全域を単位として，次のと
おり定めます。

　本県では，「住みよいいばらきづくり」の実現に向けて，身近なところで質の高い医療を受けることができる保
健医療体制の整備と安全で安心な生活環境づくりをめざし，4つの柱で保健医療に関する施策に取り組みます。
　

【4つの柱】
　○安心して医療を受けられる体制の整備　　　○生涯にわたる健康づくりの支援
　○誰もが安心して暮らせる保健の充実　　　　○健康を支える安全快適な生活環境づくり

■二次保健医療圏

（単位：床）

　　水戸保健医療圏

　　日立保健医療圏

　　常陸太田・ひたちなか保健医療圏

　　鹿行保健医療圏

　　土浦保健医療圏

　　つくば保健医療圏

　　取手・竜ヶ崎保健医療圏

　　筑西・下妻保健医療圏

　　古河・坂東保健医療圏

　　　　　　　　計

精 神 病 床（県全域）

結 核 病 床（県全域）

感染症病床（県全域）
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養
病
床
及
び
一
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病
床

病　床　種　別 基準病床数
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2,124

2,227

1,544

1,894

3,013

3,475

1,959

1,492

22,587

5,038
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龍ケ崎

つくば境五霞

常陸太田・ひたちなか保健医療圏

水戸保健医療圏

日立保健医療圏

鹿行保健医療圏
土浦保健医療圏

つくば保健医療圏

古河・坂東保健医療圏

筑西・下妻保健医療圏

取手・竜ヶ崎保健医療圏
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項　目　名 施　策　名 項　目　名 施　策　名

第1章
安心して医
療を受けら
れる体制の
整備

第1節
医療提供体制
の整備・充実

1　地域医療連携の推進
2　公的病院等の役割
3　県立病院の役割
4　薬局機能の充実

第3章
誰もが安心
して暮らせ
る保健の充
実

第4章
健康を支え
る安全快適
な生活環境
づくり

第5章
計画の推進
体制と評価 

第1節
母子保健

1　市町村母子保健事業の支援
2　周産期保健医療対策及び不妊治
　療への支援
3　食育の推進
4　虐待防止
5　疾病・障害の早期発見

1　介護保健の推進
2　認知症高齢者への支援
3　地域ケアシステムの推進

第2節
学校保健

第3節
歯科保健

第4節
高齢者保健福
祉対策

1　精神疾患をもつ人の地域生活の
　支援
2　心の健康づくりの推進
3　ひきこもり対策の推進

第5節
精神保健

1　高次機能障害をもつ人の支援
2　発達障害者の支援

第6節
障害者支援

1　インフルエンザ・結核等の感染
　症対策
2　エイズ・性感染症（STD）対策
3　肝炎対策
4　予防接種対策

第7節
感染症対策

1　難病等対策
2　アレルギー性疾患対策等
3　原爆被爆者対策

第8節
難病等対策

1　食品の安全確保
2　食肉の安全確保

第1節
食の安全確保

1　生活衛生の確保
2　動物由来感染症及び適正飼養管
　理対策

第2節
生活衛生対策

第3節
安全でおいし
い水の供給

1　健康危機管理体制
2　緊急被ばく医療体制

第4節
健康危機管理
体制

1　県
2　市町村及び医療関係団体等

第1節
計画の推進体
制

1　評価と見直し
　〔数値目標一覧〕

第2節
評価と見直し

・ 8020・6424の推進

第2節
主要な疾病の
医療体制

1　がん
2　脳卒中
3　急性心筋梗塞
4　糖尿病

1　救急医療
2　災害時における医療
3　へき地医療
4　周産期医療
5　小児医療

第3節
救急等地域医
療確保事業

第4節
リハビリテー
ション医療

第5節
在宅医療体制

1　精神科救急等医療体制
2　自殺対策（うつ病対策を中心に）
3　医療観察法への取り組み

第6節
精神医療対策

1　造血幹細胞移植の推進
2　臓器移植の推進

第7節
臓器移植対策

1　医師
2　歯科医師
3　薬剤師
4　看護職員
5　その他の医療従事者
6　県立医療大学の役割

第8節
保健医療従事
者の確保

1　医療安全対策
2　医薬品等の安全確保
3　献血対策
4　薬物乱用防止対策
5　医療安全相談センターの充実

第9節
医療安全対策

1　医療機関及び薬局の情報提供
2　医療教育の推進
3　女性のための総合的な医療の推
　進

第１０節
県民・患者の
立場に立った
医療情報の提
供等

第1節
健康づくりの
推進

・ 茨城県立健康プラザの充実第2節
健康づくり支
援体制の充実

第2章
生涯にわた
る健康づく
りの支援



Ⅳ　施策の主な概要

1　安心して医療を受けられる体制の整備
〇 4疾病5事業の医療体制
　患者数が多く，死亡率や合併症発生率の高い4疾病（がん，脳卒中，急性心筋
梗塞，糖尿病）及び地域の医療提供体制の確保に重要な5事業（救急医療，災害
時における医療，へき地医療，周産期医療，小児医療）について，各医療機関の
役割分担と連携により，切れ目のない効率的で質の高い医療の実現を目指します。

　がん診療を行う医療機関の役割分担と連携を進め，県が整備してきたがん
の専門的な医療体制の充実・強化を図ります。

　生活習慣の改善による疾病予防とともに，救急搬送体制の整備や急性期における
医療体制の充実、リハビリテーション体制の強化等を図ります。

ア　がん

ウ　急性心筋梗塞

■がんの医療連携体制図

　生活習慣の改善による予防とともに，救急搬送体制の整備，急性期における医療
体制の充実，早期からの心臓リハビリテーションを行う体制の充実等を図ります。

■急性心筋梗塞の医療連携体制図

オ　救急医療

　全ての市町村における初期
救急医療体制の整備や，救急
搬送機関と医療機関の緊密な
連携，地域救命センターの整
備等を促進するとともに，本
県単独のドクターヘリの配備
を検討します。
　県民に対し，救急車の適正
利用や症状に応じた医療機関
の適正受診などの救急医療の
周知啓発を搬送機関や市町村
等とともに取り組みます。

■救急医療体制図

イ　脳卒中

■脳卒中の医療連携体制図

　糖尿病やその合併症に関する正しい知識を普及し，症状の進行予防を推進するとともに，
医師会，歯科医師会，茨城県糖尿病協会等と連携し，かかりつけ医・歯科医に対する研修を
行い，県独自の「糖尿病診療連携医（仮称）」の指定等を行います。

エ　糖尿病

■糖尿病の医療連携体制図

　災害拠点病院が未指定となっている常陸太田・ひたちな
か保健医療圏に災害拠点病院を指定するとともに，防災ヘ
リコプター等を活用した広域搬送体制の充実や，国の広域
災害・救急医療情報システムと連携し，迅速かつ的確な災
害医療情報 の収集・提供を行います。

カ　災害時における医療

■災害時における医療連携体制図

紹介

受診

検診

退院

紹介

紹介

連携
支援連携

支援

かかり
つけ医

予防・検診 がんの専門的な診療

在宅等での生活

在宅療養支援

退院支援
調整

訪問診療
訪問看護
等

在宅療養を支援する
医療機関等
・かかりつけ医
・緩和ケア病棟を有する
　病院
・調剤薬局
・訪問看護ステーション
・訪問介護事業所
・特別養護老人ホーム

がん検診
市町村検診
職域検診
人間ドック
　　　等

精密検査
　精密検査
　医療機関

専門的ながん診療を
行う医療機関
地域がん診療連携拠点病院
・東京医科大学霞ヶ浦病院
・友愛記念病院
・茨城西南医療センター病院

標準的ながん診療
を行う医療機関
個別専門的病院群
・県が指定する病院

高度で専門的ながん診療を行う医療機関
○都道府県がん診療連携拠点病院　○特定機能病院
　茨城県立中央病院　　　　　　　　筑波大学附属病院
○茨城県地域がんセンター
　（株）日立製作所日立総合病院，総合病院土浦協同病院，
　筑波メディカルセンター病院
○茨城県立こども病院（小児悪性腫瘍） 継続的

管　理

継続的管理

かかりつけ医
（基礎疾患管理・生活習慣指導・内科的診療）

糖尿病神経障害
の専門医療機関

透析を行う
医 療 機 関

糖尿病腎症の
専門医療機関

糖尿病網膜症の
専門医療機関

かかりつけ
歯科診療所

（口腔ケア等診療）

かかりつけ薬局
（服薬指導，相談等）

糖尿病コンサルテーション医療機関

糖尿病専門医

糖尿病診療連携医（仮称）

在　宅

脳
卒
中
・
心
筋
梗
塞
等
の
　
　

　
循
環
器
疾
患
専
門
医
療
機
関

連
携

合
併
症

合
併
症

合
併
症

合
併
症

合
併
症

連
携

重症化

進
行
期
・
合
併
症

初
期
・
安
定
期
治
療

継続的
管　理

連携連携

継続的管理

回復期リハビリ急性期医療
急性期リハビリ

救命救急センター〔救 急 指 定 病 院〕 転院 転院

転院

院内治療

かかりつけ医
（基礎疾患管理・生活習慣指導・内科的診療）

かかりつけ
歯科診療所

（口腔ケア等診療）

かかりつけ薬局
（服薬指導，相談等）

在宅療養支援診療所
（在宅者の緊急入院）

在　宅

退院 退院 退院 退院

継続的管理

症状に応じ連携訪問看護ステーション（訪問リハビリ）

回復期リハビリ
回復期リハ病棟　〔リハビリ専門医療機関〕

維持期療養
療養型医療機関
老人保健施設〔有 床 診 療 所〕

発
症

発
　
症
　
期

予
防
期
・
在
宅
治
療

継続的
管　理

連携連携

継続的管理

回復期リハビリ急性期医療
急性期リハビリ

救命救急センター〔救 急 指 定 病 院〕 転院

院内治療

かかりつけ医
（基礎疾患管理・生活習慣指導・内科的診療）

かかりつけ
歯科診療所

（口腔ケア等診療）

かかりつけ薬局
（服薬指導，相談等）

在宅療養支援診療所
（在宅者の緊急入院）

在　宅

退院 退院 退院

継続的管理

症状に応じ連携訪問看護ステーション（訪問リハビリ）

回復期リハビリ
回復期リハ病棟　　〔リハビリ専門医療機関〕

発
症

発
　
症
　
期

予
防
期
・
在
宅
治
療

茨城県救急医療情報
コントロールセンター
（救急医療情報システム）

第三次救急医療機関

救命救急センター
地域救命センター

第二次救急医療機関

病院群輪番制病院　　
救急医療二次病院　　
救急告示病院・診療所

初期救急医療機関

休日夜間急患センター　　
在宅当番医制病院・診療所
救急医療協力病院・診療所

搬送機関（消防本部）

情報照会・提供
病院前救護

救急救命士，バイスタンダー

県　　　　　民

転院・紹介

情報提供

救急搬送

災害発生現場

［広域災害・救急医療情報システム］

救命救急
センター

一　　般
医療機関

災害拠点病院医療救護所

（搬送）

（搬送） （搬送）

（搬送）

ク　周産期医療

　県内どこでも周産期医療が受けられ安心して出産できるよう
産婦人科医の確保，育成に努めるとともに，正常分娩は病院・
診療所や助産所，比較的高度な周産期医療を必要とする症例は
設備の整った病院，NICU等高度な周産期医療は総合周産期母
子医療センターといった機能分担を図りながら，緊密な連携体
制を構築します。

■周産期医療連携体制図

　休日・夜間においても患者の重症度・緊急度に応じて適切な
医療を受けられるよう，地域の実情に応じて，初期，二次，三
次の小児救急医療体制を整備するとともに，保護者に対し子ど
もの病気に関する知識等の普及・啓発を図ります。

ケ　小児医療

■小児救急医療連携体制図

　医師の確保を図るとともに，へき地診療所やへき地
医療拠点病院等によるへき地保健医療体制を整備しま
す。

キ　へき地医療

■へき地医療連携体制図

小児救急患者

相談・支援
普及・啓発

初期救急医療機関
（外来診療）

二次救急医療機関
（入院医療）

三次救急医療機関
（救命医療等）

・在宅当番医制
・休日夜間救患
　センター

小児科標榜診療所等

（地域連携方式）
地域小児救急
センター　　

小児救急中核
病院（群）　

救急搬送

救急搬送

紹介 紹介

へき地

患　　　者

へき地診療所 へき地医療拠点病院

へき地医療支援機構

（連携・支援）

妊娠届出・保健指導
市町村・保健センター

連
携

連
携

連
携

連
携

正常分娩

母子保健事業

産科又は産婦人科を
標榜する病院・診療
所・助産所　　　　

地域周産期母子医療センター
周産期医療協力病院　　　　

総合周産期母子医療センター
地域周産期母子医療センター
　　　　　　　　　（中核）

比較的高度な周産期医療

リスクの高い妊婦及び新生児
に対する高度な周産期医療　

かかり
つけ医



〇 リハビリテーション医療
　県民誰もが身近な地域でリハビリテーション医療を受けられるよう県立医療大学付属病院を中心とした県独
自の地域リハビリテーション・ネットワークの構築を進めており，今後も引き続き普及・促進を図ります。

〇 在宅医療
　患者が安心して住み慣れた地域や家庭で生活が送
れるよう，病院，診療所，薬局，介護サービス事業
者等が連携し，地域全体で在宅患者を支える在宅医
療提供体制の構築を推進します。また，在宅医療を
行っている医療機関や薬局の情報等について，県民
に分かりやすく公表します。

〇 精神医療

　精神身体合併症患者については県立病院を中心
に受入体制を整えるとともに，一般救急医療相談
における受入体制については24時間365日対応
可能な体制構築をめざします。

■在宅医療（ターミナルケアを含む）のイメージ図

■医師のライフステージ

ア　精神科救急医療体制

　うつ病の知識の普及啓発や自殺予防につながる
ような各種相談窓口のネットワーク化などに取り
組みます。

イ　自殺対策（うつ病対策を中心に）

〇 保健医療従事者の確保

　本県での研修・勤務を希望する
医師が増えるよう，医学生・研修
医・医師のライフステージに応じ
た総合的な支援策を講じ，県内定
着・促進を図ります。

ア　医師

　看護師等の養成確保，定着促進を図るとともに，在宅医療・在宅ケアなど地域医療に対応できる高い専門
性を持った看護職員を育成します。 

イ　看護職員

■生涯にわたる医療教育〇 医療機関及び薬局の情報提供
　県民・患者が必要としている医療に関する情報の
把握に努め，インターネット等を利用して適切な情
報提供を行うとともに，病院，診療所，助産所及び
薬局に対しても県民・患者への積極的な情報提供を
促します。

〇 医療教育の推進
　私たち県民は，「自分の健康は自分で守る」とい
う視点に立ち，規則正しい生活習慣を身につけるこ
と，定期的に健康診査を受け検診結果を理解し病気
の発症予防と早期発見に努めること，さらに，病気
に罹った場合には病状を正しく理解し，治療に積極
的に参加していくことが必要です。県では，市町村
や医師会など関係団体とも協力しながら，生涯にわ
たる医療教育を推進します。

〇教材とプログラムの開発
〇教育者の育成（看護師等）
〇一般住民からリーダーの育成
〇医療教育，ヘルスリテラシーに関する研究
　（ヘルスリテラシーの測定，医療教育の効果測定，教材やプログ
　　ラムのあり方，医療コミュニケーション，分かりやすい文書や
　　表示）
〇医療従事者の教育

医療教育の基盤整備

理 科 教 育
保 健 体 育
総 合 学 習

生 涯 学 習

患 者 教 育

親教育
（幼児をもつ親）

メタボが気に
なる中高年

高 齢 期
準　　備

小・中 学 校　　高　校　大　学　　 　社 会 人

初
期
研
修
病
院
決
定

後
期
研
修
病
院
決
定

初　　　期
臨 床 研 修
（2年間）

後期（専門臨床科）
臨　床　研　修
（3～5年間）

生
活
本
拠
地
決
定

進
路
決
定

大
学
入
学

大
学
卒
業
・
免
許
取
得

介護事業者との連携
（施設介護事業所など）
　
地域ケアシステムにおける
在宅ケアチーム，地域包括
支援センターとの連携

①緊急時に入院可能な病院
②在宅医療を支援する機能
　
（地域医療支援病院，
　一般病院等）

在宅復帰に向
けた関係者に
よるカンファ
レンスの実施

市町村等
介護保険
窓　　口

緊
急
時
に
入
院

退
　
院

在　宅　患　者

各
種
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

訪問看護ス
　テーション，
薬局等　　

緊急時に備えた　
診療所（医師），　
歯科医師等の連携

かかりつけ医機能を
有する医療機関　　
（在宅療養支援診療所等）診療所

診療所

診療所

歯科診療所

往診・看取り

連携

連携

連
携

連
携

指示・処方

訪問看護
訪問薬剤管理

服薬指導

継続的な療養
管理・指導



Ⅴ　主な数値目標

2　生涯にわたる健康づくりの支援
・・生活習慣病の予防は健康を維持するうえで重要であることから，県民
一人ひとりが生涯にわたって健康づくりに取り組むことができる環境
整備を進めます。
・具体的には，行政及び関係機関等の役割の明確化と連携体制を強化し，
健康づくりのための普及啓発や効果的な事業を行うとともに，健診受
診率の向上など県民の健康管理と疾病予防対策に取り組みます。

3　誰もが安心して暮らせる保健の充実
・乳幼児から高齢者まであらゆる世代の人々が安心して暮らせるよう，
疾病の予防と保健の充実を図ります。
・障害をもつ人々が地域で安心して生活が送れるよう総合的な支援体制と相談体制の充実を図ります。
・新たな感染症の侵入や新型インフルエンザの発生，さらにはエイズ感染症の拡大など感染症の発生や拡大に備えた行動計画等を
整備し，情報収集を含めた危機管理体制の充実強化を図ります。
・難病患者等に対する医療費の助成や総合的な相談，支援，連携体制の充実により，患者及びその家族の生活の質の向上等に努め
ます。

4　健康を支える安全快適な生活環境づくり
・輸入野菜の残留農薬問題や食品の偽装表示問題など，食品の安全性や信頼性を揺るがす事件が相次ぎ，県民の食に対する不安感
や不信感が高まっていることから，輸入食品を含めた県内に流通する食品の試験検査体制と不正表示防止の監視体制の強化を図
ります。
・化学物質や感染症，その他何らかの原因により発生する県民の生命や健康への危害を最小限に防止するため，研修・訓練を実施
し，健康危機管理体制の強化を図るとともに，緊急被ばく医療体制の充実，生物・化学テロ対策の強化等に努めます。

■健康づくり県民運動

肺 が ん（40歳以上） 40.8％

大腸がん（40歳以上） 36.1％

乳 が ん（30歳以上）
過去2年以内

26.5％子宮がん（20歳以上）

31.4％

女 44.6（Ｈ17年）

女 18.0（Ｈ17年）

男 72.0（Ｈ17年）脳　卒　中 年齢調整
死 亡 率

脳 血 管
疾　　患

年齢調整死亡
率の減少　　

男 40.2（Ｈ17年）急性心筋梗塞 年齢調整
死 亡 率心筋梗塞 年齢調整死亡

率の減少　　

39市町村 44市町村
（県全域）

薬局機能の
充　　　　実 かかりつけ薬局を持っている人の割合

未整備 4疾病すべて

輪番制により薬局が夜間・休日等の対応をし
ている市町村数

項　目　名 現　　状 目　　標目　標　項　目 項　目　名 現　　状 目　　標目　標　項　目
地域医療連携
の　推　進 60.2％ 80.0％最初にかかる医療機関のうち医院（クリニッ

ク，診療所）の割合
小 児 医 療 7圏域/12小児

救急医療圏　　
12圏域/12小児
救急医療圏　　

24時間365日体制で入院を要する小児救急
医療が確保されている小児救急医療圏数

リハビリテー
ション医療 25箇所 1保健医療圏

に3箇所　　
地域リハ・ステーションの指定継続及び未達
成圏域における指定拡大

在宅医療体制 122診療所
（H19.10月）

二次保健医療
圏ごとに増加在宅療養支援診療所の設置促進

精神科救急等
医 療 体 制

夜間：１７:００～２１:００
　　　（平日のみ）
休日：８:３０～１５:００

24時間365日
対応を目指す　

休日昼間及び平日・休日夜間における受入体
制及び受入可能時間の拡充（一般救急医療）

自 殺 対 策
（うつ病対策を中心に）

23.7人
（H17年）

18.9人以下
（H28年度）自殺死亡率（人口10万対）

医　　　　師 4,609人
（H18.12月） 5,200人県内医師数

看 護 職 員 24,253人
（H18年末）

29,189人
（H22年）看護職員数

献 血 対 策 県内需給率95.2
％（H18年度）　

県内需給率
100％県内における血液自給体制の確立

医療安全相談
センターの充実 1ヶ所 二次保健医療圏

毎に設置を検討医療安全相談センターの設置

医療機関及び
薬局の情報提供 － 2,000件/月医療機能情報提供システムへのアクセス数

医療教育の
推　　　　進

53,2％
（H18年） 現状より減救急搬送人員のうち入院加療を要しない軽傷

者等の割合

医療安全対策 94.9％（H18年） 100％安全管理指針整備（病院における遵守率）

専門看護師5人，
認定看護師59人
（H19.12月）

倍増専門性の高い看護師等の育成

523人
（H20.2月現在） 1,000人「ｉ-doctor登録制度」の登録者数

4箇所 6箇所地域医療研修拠点の設置

6％ 50％医療機関と連携し在宅医療に取り組んでいる
薬局の割合

4箇所 7箇所小児救急中核病院（群），地域小児救急センタ
ーにおける地域連携方式の導入箇所数

28時間 108時間茨城子ども救急電話相談の1週間当たり対応
時間数

12回 44回保護者向け講習会開催回数

4圏域 9圏域すべて地域医療支援病院の整備（二次保健医療圏）

59.9％ 85.0％

地域連携クリティカルパスの作成・普及

－ 46医療機関脳血栓溶解（t-PA）療法を来院後1時間以内に
実施できる医療機関数

28医療機関
（H19年） 増加経皮的冠動脈形成術（PCＩ）を実施できる医

療機関数

女 4.6％

男 9.0％糖　尿　病 糖尿病有病者の減少
（40～74歳）

現行の10％減

85.4％（Ｈ19.4.1）救 急 医 療 救急救命士の同乗している救急隊の割合 100％

8保健医療圏災 害 時 に
おける医療

災害拠点病院（地域災害医療センター）のあ
る二次保健医療圏の数

9保健医療圏
すべてに整備

3診療所へき地医療 へき地診療所数 3診療所

80.6％周産期医療 妊娠11週以下での妊娠の届出率 100％

－院内助産所の設置数 3か所

－妊婦の救急搬送における受入先調整システム
の整備（実施年度）

平成20年度
に整備 　　

4保健医療圏ＤＭＡＴ指定医療機関のある二次保健医療圏
の数

9保健医療圏
すべてに確保

24地区巡回診療が実施されている又は患者輸送体制
が整備されている無医地区・準無医地区数 24地区

35/44市町村市町村毎の初期救急医療提供体制の整備状況 44市町村
（県全域）

1施設/5保健
医療圏（H18年）地域救命センターの整備 5施設/5保健

医療圏　　　
34.4分（H18年）
茨城県平均

救急要請（覚知）から救急医療機関への搬送
に要した時間 全国平均

415人
（H18年度）糖尿病による人工透析新規導入者の減少

女 9.1％（６１,６９１人）

女 4.5％（３０,２７４人）

男 30.7％（２０９,３８９人）メタボリックシンドローム
予備群の減少（H20推計人口）
40～74歳

現行の10％
減少　　　

1級 0人（H18年）
シルバーリハビリ体操指導
士の増加

介護保険の
推　　　　進

80人

－施設入所者の地域生活への移行精神疾患を
もつ人の地域
生活の支援

375人

84.4％（H18年）食品営業施設への立入検査目標回数に対する
実施率

食　品　の
安 全 確 保 100％（単年度）

－退院可能な精神疾患患者の退院促進 1.130人

91.1％（H18年）水道普及率安全でおいし
い水の確保 95.3％

2級 300人（H18年） 800人

3級 1,006人（H18年） 7,100人

地域包括支援センター数 55か所 100か所

男 13.3％（９０,５９４人）メタボリックシンドローム
該当者の減少（H20推計人口）
40～74歳

健康づくりの
推　　　　進

H20年度特定健
診データで把握 70％特定健康診査受診率（40～74歳）

市町村母子
保健事業の
支　　　　援

3市村（H19年） 全市町村
（H21年）

最低限必要な5回の妊娠健康診査を公費負担
する市町村数

歯 科 保 健 63.4％(H17年度) 70％64歳で24本以上の自分の歯を保つ人の増加

32.5％(H17年度) 40％80歳で20本以上の自分の歯を保つ人の増加

24市町村（H19年） 全市町村生後4ヶ月までの全戸訪問事業

胃 が ん（40歳以上） 41.2％が　　　ん

がん検診
受 診 率 50.0％がん検診

未整備
県がん診療連携拠点病院及び筑波
大学附属病院に放射線療法、化学
療法部門を設置

未整備
高度で専門的ながん診療を行う医
療機関・専門的ながん診療を行う
医療機関にキャンサーボードの設置

在宅療養 未整備
高度で専門的
ながん診療を
行う医療機関

地域における緩和ケア支援部門の
設置

－

平成21年度
までに設置

標準的ながん診療を行う医療機関
の整備

専門的な
診　　療

茨城県地域・職域連携
推進協議会　　　　　茨城県保険者協議会 連携

県民一人ひとり

連携

健康いばらき推進協議会

市 町 村

健康づくり関係団体

地域活動団体

健康づくり支援企業等

報道機関

学 校 等

職　　　域

医療保険者

医 療 機 関

茨城県（保健所）

編集・茨城県保健福祉部厚生総務課
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